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第４号様式（第１０条関係） 

会   議   録 （要 旨） 

会 議 名 令和７年度第２回武蔵村山市在宅医療・介護連携推進協議会 

開 催 日 時 令和７年１１月２６日（水）午後７時３０分～午後８時２０分 

開 催 場 所 オンライン開催 

出 席 者 及 び 

欠 席 者 

出席者：田中委員、横山委員、小山委員、宇津木委員、内野委員、中島委

員、馬見塚委員、藤江委員、菅原委員、岡田委員、髙橋委員、

内田委員、杉山委員、高齢福祉課長、高齢者支援係長及び高齢

者支援係主任 

欠席者：原田委員、斎藤委員、鹿取委員 

議 題 等 

 

協議事項１ 会長の互選について 

 

報告事項１ 令和７年度第１回会議録について 

報告事項２ 令和７年度第１回多職種研修会実施結果について 

報告事項３ その他 

 

協議事項２ 令和７年度第２回多職種研修会について 

 

結 論 
（決定した方針、残

された問題点、保留

事 項 等 を 記 載 す

る。） 

 

協議事項１：会長に武蔵村山市医師会長の田中委員が選任された。 

協議事項２：令和８年１月中旬から２月末までの平日の夜に「食事摂取経

過から見る高齢期の栄養支援」をテーマとしてオンライン形

式で開催することとなった。 

 

審 議 経 過 
（主な意見等を原則

として発言順に記載

し、同一内容は一つ

にまとめる。） 

開会 

 

新任委員紹介 

（田中委員） 

事務局人事異動報告 

 

《協議事項１ 会長の互選ついて》 

事務局： 令和７年６月末で会長であった半田委員が退任したことに伴

い、武蔵村山市在宅医療・介護連携推進協議会設置要綱第５条第

２項に基づき会長を委員の互選により選任する必要がある。 

     任期については、前任者の残任期間となるので、令和９年９月

３０日までとなる。 

意見がなければ、事務局としては、事前に承諾をいただいてい

るため、半田委員の後任である田中委員にお願いしたい。 

委 員： 異議なし 

 

《報告事項１ 令和７年度第１回会議録について》 

委 員： 説明 

委 員： 質疑なし 
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《報告事項２ 令和７年度第１回多職種研修会実施結果について》 

事務局： 説明 

委 員： 質疑なし 

 

《報告事項３ その他》 

事務局： 訪問診療受給者実態調査の実施について説明 

委 員： 質疑なし 

 

《協議事項２ 令和７年度第２回多職種研修会について》 

事務局： 説明 

会 長： 方法、日程、形式、研修時間、テーマについて御意見を伺いた

い。 

     まず、研修テーマについて事務局は、「食事摂取経過から見る

高齢期の栄養支援」に関する内容を案として示しているが、委員

から意見はないか。 

委 員： 意見なし 

会 長： 次に開催形式について、今までは土曜日の午後に対面開催とし 

ていたが、平日の夜にオンライン開催との意見も出ているが、委 

員から意見はないか。 

委 員： 平日の夜にオンライン開催の方が集まりやすいのではないか。 

委 員： 開催方法はどちらでも構わないが、グループワークを行うので 

あれば、対面開催の方がいいのではないか。 

委 員： 対面開催は他職種の方とも交流できる良い機会と考えるが、よ 

り参加者が集まりやすい方法がよいと思う。 

委 員： 対面開催とし、他職種間との交流機会を増やしたい。 

事務局： 講師候補者に遠方より当市までお越しいただき、会場にて御 

講演いただくことは、講師候補者の負担が大きくなってしまうた 

め、オンライン開催のほうがよいのではないかと考える。 

委 員： 平日夜の開催となると、大体１９時３０分以降に開始となる。 

開催時間を２時間程度とした場合、終りが２１時３０分となり、 

参加者にとっても負担になるのではないか。 

     最近は対面開催が多かったので、試みとしてオンライン開催に 

してもよいと思う。また、研修時間を全体で１時間３０分程度に 

短縮してみてはどうか。 

会 長： 仮に今回オンライン形式とした場合、今後の研修会は全てオン 

ラインとなるわけではないという解釈でよいか。 

事務局： そのとおりである。事務局としてもより多くの方が参加できる 

    方法としていただきたいため、開催の都度お決めいただいて構わ 

ないと考える。 

会 長： 今回はオンライン開催としたいが、委員から意見はないか。 

委 員： 意見なし 

会 長： それでは改めて確認させていただく。開催方法はオンライン形

式、開催時間帯は平日の午後、時間は１時間３０分間程度で、テ

ーマは食事摂取経過から見る高齢期の栄養支援に関することとす

る。 

日程について、委員から意見はあるか。 

委 員： 意見なし 

会 長： 日程はこの会議において決定する必要があるか。 

事務局： 現在お示ししている期間として委員から御意見がないようなら 

ば、事務局にて候補日をしぼり、改めて書面等でお諮りしたいと 

考える。 
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会 長： それでは、日程は令和８年１月中旬から２月末までの間とし、 

改めて調整するものとする。 

事務局： 今後、本協議会の下部組織である、在宅医療・介護連携事業推 

進部会でも詰めていきたい。 

 

      

 

終  了 
 

会議の公開・ 

非 公 開 の 別 

■公  開                傍聴者：    ０人 

□一部公開 

□非 公 開 

 ※一部公開又は非公開とした理由 

 

 

会議録の開示・ 

非 開 示 の 別 

■開  示 

□一部開示（根拠法令等：                   ） 

□非 開 示（根拠法令等：                   ） 
 

庶 務 担 当 課 健康福祉部高齢福祉課（内線：６３２） 

（日本産業規格Ａ列４番） 

 


